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皆さんは、東京都中小企業振興公社(以下、公社)をご存知でしょうか？公社は、東京都における中小企

業の総合的な支援機関として各種支援事業を提供ししている公益財団法人です。 

 今回は公社が提供しているサービスについて一部を紹介していきます。 

①助成金 

 設備投資をはじめ、商品の開発・改良や展示会出展などの様々な事業に対して助成金があります。 

●躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 

 「稼ぐ東京」を実現するための設備投資を支援 

助成限度額：1 億円(申請区分により異なる)、助成率：1/2～3/4 

●中小企業デジタルツール導入促進支援事業 

 都内中小企業者等のデジタルツール導入に係る経費の一部を助成 

  助成限度額：100 万円、助成率：1/2～2/3 

※補助金の最新情報については、随時公社の HP にて更新されていきます。ご確認ください。 

 

②販路拡大 

 販路開拓の専門家が、製品開発・技術、販売開拓を支援してくれます。 

●取引情報の提供・展示会共同出展・商談会の開催 

 新たな取引先を探したい企業に対し、事前登録制(無料)による取引先の紹介など 

●東京ビジネスフロンティア 

展示会の出展料の一部を補助するほか、展示のサポート 

 

③人材支援 

 セミナーやワークショップなどを通じて、組織体制の整備の支援してくれます。 

●中小企業人的資本経営支援事業 

 ①普及啓発セミナー②ワークショップ③経営人材育成スクール④情報発信の 4 つの機能で、中小企

業の人的資本経営を支援 

●講師派遣型研修 

 経営を支える中核人材の育成を目的として、自社で研修を行う場合に企業の要望を踏まえて研修内

容の提案及び講師の派遣  

例）情報セキュリティ研修、ハラスメント研修など 

 

その他にも、知的財産や事業継続計画(BCP)の策定、海外展開などに対しても支援事業がありま

す。対象は、東京に本社がある会社です。上記の様なお悩みがありましたら、相談は無料ですのでご

利用してみてはいかがでしょうか。また東京都以外にも、公社のような会社がある場合があります。

是非調べてみてください。(例：大阪産業局、千葉県産業振興センター、埼玉県産業振興公社など) 

 

 

東京都中小企業振興公社を知っていますか？？ 
 


